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論文内容の要旨 

論文題目「台日における危険運転致死傷罪について研究―運転行為の危険性と

因果性を中心に―」 

 

第１ 本稿の問題意識と検討課題（本稿「第１章」） 

近年の「刑事立法の活性化」傾向から示されるように、現代刑法には、⑴保護法

益の抽象化、⑵法益保護の早期化、という特徴があるといえる。上記二つの特徴を

合わせて考えると、現代刑法においては、規範それ自体の維持が刑法の目的となり、

そこから、刑法の保護対象が「法益」から「規範」に掏り替わっているという傾向

を見て取ることができよう。このように捉えることにより、刑法機能の転換につい

ても示唆を得ることができる。すなわち、刑法の保護対象を「規範」それ自体の維

持として把握した場合、刑罰の目的については、規範妥当性の確証とともに、個人

的規範意識の訓練による行為の指導機能が強調されることとなる。 

かかる刑事立法の変容の要因を考える際に、社会情勢の変化という観点も指摘さ

れる。とりわけ、「リスク社会」と呼ばれる現代社会においては、科学技術の高度化

を皮切りとした社会生活の複雑化、不明確または制御できない危険（リスク）が生

み出されることに起因する不安感、または安全欲求を求めることから生じる社会の

連帯という特徴を視野に入れて検討することが必要であろう。そこでは、近年、体

感治安の悪化や被害者・遺族の感情の強調など応報感情の先鋭化による世論に対応

するために、厳罰化・重罰化の立法により対応しようとする傾向が特に顕著である。 

近年、台湾及び日本における危険運転致死傷罪の新設が示した立法現象は、まさ

にこの現代刑事立法活動の縮図である。台日両国における危険運転致死傷罪の創設

は、社会的に注目を浴びた交通事件によって形成された大幅な厳罰化を求める世論



に後押しされてなされたという点で共通性が見られる。しかし、両国の条文は、運

転行為の危険性について明確な形で法文化しているとは言いがたい。というのは、

台湾の場合には、危険の態様ではなく、単なるアルコール濃度の基準値が危険運転

行為の要件とされているからである。次に、日本の場合には、危険運転行為の態様

について、主に解釈者の価値判断に委ねられる構成要件要素が多用される。かかる

文言の不明確性により、適用が不安定になりかねないという点で疑問が生じる。こ

のように、台日の危険運転致死傷罪は、共に処罰対象となる行為態様が不明確であ

ることから、ともすれば実質的に危険とは言えない行為も本罪に取り込まれてしま

うのではないかという懸念が生じる。 

台日の危険運転致死傷罪に関する以上の問題点を踏まえると、本罪の成立には、

一定の限定が付されなければならないと考えられる。しかし、いかなる観点で限定

を付すかについて、学説では、これまで十分な検討がされてきたとは言い難い。 

かかる問題意識および検討課題に基づき、本稿では、まず、第２章で、台日両国

の危険運転致死傷罪について、規範的構造の相違を基点として、そこから生じる解

釈上の問題点を明らかにする。次に、第３章で、解釈論の観点から、両国における

問題の基層部分を考察する。ここでは、結果的加重犯の構造を把握し、結果的加重

犯に固有の不法内容という基本犯に内在する危険性（危険性説）に基づき、その危

険の性質を考察し、解明する。最後に、第４章で、台湾と日本における危険運転致

死傷罪の犯罪実態について考察を加え、特に厳罰化・重罰化の立法をふまえて、限

定解釈の必要性を明らかにした上で、本稿の私見として、解釈論上の限定解釈の展

開を試みる。 

 

第２ 台日における危険運転致死傷罪の構造とその問題点（本稿「第２章」） 

本稿の第２章では、台日両国の危険運転致死傷罪の問題点を詳細に考察した。 

台湾では、1999 年の刑法改正によって、社会的法益に対する罪として、公共危険

罪（刑法第 11 章）の中に「安全運転不能罪」（185 条の 3）が新設された。その後、

2011 年に安全運転不能致死・重傷罪が新設され、また、安全運転不能罪の法定刑が

引き上げられた。さらに、2013 年に、安全運転不能罪の成立要件が緩和され、安全

運転不能罪及び同致死・重傷罪の法定刑が引き上げられた。 

一方、日本では、危険運転致死傷罪が、2001 年に刑法の一部改正により、刑法 208

条の２として新設された。この法改正では、①酩酊型、②制御困難な高速型、③技

能欠如型、④妨害型、⑤赤信号無視型という 5つの危険運転行為の類型が明示され

た。その後、2013 年には、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関

する法律」が新設された。同法は、固有の危険運転致死傷罪の類型を、刑法典から



同法の第２条１〜5 号に移したほか、「通行禁止道路進入型」という新たな危険運転

行為の類型を、同法の第 2 条 6 号において追加した。 

本章では、両国の条文を検討し、その結果、両国の規範構造は異なるものの、①

危険性の判断の形式化、②危険実現の判断の空洞化、という二点において両国は問

題状況を共有していることを明らかにした。 

すなわち、台湾の場合には、危険運転行為の判断について、従来の通説にしたが

って、抽象的危険犯の「危険」は反証を許さないとする理解に基づき、絶対的な危

険状態を徴表するアルコール濃度値を行為の危険性それ自体と捉える。2013 年の安

全運転不能罪の法改正は、アルコール濃度の保有量・数値を危険判断のための絶対

的な基準とすることで、危険判断の形式化という固有の問題点を顕在化させた。そ

のため、実務上の傾向にみられるように、安全運転不能罪の法的性格は、事実上、

法益侵害の関連が必要である刑法犯から、単なる飲酒運転行為、ないし覚醒剤など

を摂取した上での運転を問題とする行政犯になった。そのため、安全運転不能致死

傷罪の因果関係を、危険運転行為それ自体の危険性よりも、実際には、過失行為の

介在事情に求めることが明らかとなった。 

また、日本の場合には、危険運転致死傷罪の法的性格は、基本行為自体が独立の

犯罪処罰規定を有していない形式の結果的加重犯であり、基本行為としての危険運

転行為は道路交通法違反によって処罰されるものである。一方、文言の不明確性に

より、危険運転行為の類型的内容と過失運転との区分が曖昧であり、結局のところ、

死傷結果があれば、直ちに本罪の成立が肯定される傾向が際立っていることを明ら

かにした。 

 

第３ 結果的加重犯における危険性——基礎的考察（本稿「第３章」） 

かかる問題傾向をふまえて、第３章では、台日両国の危険運転致死傷の限定解釈

を行う前提として、危険性説に基づく結果的加重犯の理解を基点として、結果的加

重犯の構造を再検討した。 

まず、結果的加重犯の定義について、学説上、故意犯と過失犯との複合的な形態

と捉える見解が多く見られが、かかる理解は、その罪質を単なる故意犯と過失犯と

の外形的な結合にすぎないとするもので、結果的加重犯固有の不法内容を看過して

いる。これに対して、処罰範囲の適正また責任原理との調和という点に着目し、結

果的加重犯の加重処罰の根拠を、基本犯に内在する独自の危険性とその現実化に求

める「危険性説」という見解が唱えられ、この見解は現在、結果的加重犯の構造を

説明する理論としての有力説になっている。危険性説の解釈論上の特徴は、結果的

加重犯が「一個の構成要件」という独自の犯罪類型であるとする理解を前提として、



結果的加重犯の帰責範囲を、基本犯に内在する危険との関連性に基づいて画定すべ

きである、という積極的な意味が示されることにある。 

また、この類型的危険性の内実を考える際に、重い結果に至る因果経過の観点が

取り入れられなければならない。ここで、結果的加重犯は、基本犯の類型に応じて、

2つに分けられる。 

台湾の場合、「安全運転不能致死傷罪」の法的性格は、公共危険犯の結果的加重犯

として理解される。すなわち、基本犯としての「安全運転不能罪」は、社会的法益

に対する罪として、刑法典における公共危険罪の一つの類型におかれる。よって、

理論的には、ここでの危険運転行為それ自体には、「不特定また多数の法益客体」に

向けられる侵害の危険性という公共危険犯の属性が想定される。ところが、抽象的

危険犯の危険判断について、従来の通説は、危険の反証を許さないとする理解に基

づき、構成要件に規定される行為の形式的な違反でもって、法益侵害の危険性を肯

定するという立場を示している。そのため、安全運転不能罪の場合には、アルコー

ル濃度の基準値がすでに法文上の要件とされたから、具体的事情を問わず、基準値

を超えた状態での運転行為は、すべて、当然に危険性があるものと理解されている。 

日本の場合、危険運転致死傷罪の罪質は、「暴行の結果的加重犯としての傷害罪、

傷害致死罪に類似した犯罪類型」として把握される。公共危険の実質ではない「交

通の安全」という副次的法益と合わせてみれば、本罪の基本行為である危険運転の

危険内容は、ただ特定の個人への侵害可能性に向けられ、つまり交通事故発生の具

体的可能性をいう。しかし、特定の人身を侵害対象とする基本犯の結果的加重犯の

類型それ自体は、判断上の不明確な傾向が看過されている。加えて、危険運転行為

の類型的内容について、文言上の不明確さにより判断上の曖昧さという問題点と合

わせて考えれば、本罪と過失運転との区別が類型的に不明確になることも明らかで

あるといえる。 

そこで、両国とも、基本行為の類型的内容につき議論が尽くされていないため、

危険実現の判断ついて、危険運転と過失事犯とを区別する上で難点が生じるに至っ

た。 

 

第４ 危険運転致死傷罪の限定解釈について（本稿「第４章」） 

第４章では、まず、限定解釈の前提として、犯罪抑止効果と規範意識の強化とい

う２つの視点から、両国における危険運転致死傷罪について犯罪の実態を考察した。

台湾と日本は、危険運転致死傷罪について異なる立法のモデルを採用したが、本罪

の法適用と事故抑止効果との関連性が薄いこと、規範意識に即した処罰の実現とい

う応報の視点があることの２つの点で共通している。しかし、両国の犯罪実態を見



れば、行為の類型的内容それ自体の不明確性、空洞化という解釈上の固有の問題傾

向は、実際には規範意識の希薄化に影響を及ぼすことがあり、さらなる適用上の不

安定さを生じさせることが察知できる。 

このような問題点に対応するため、限定解釈アプローチの観点から、危険運転そ

れ自体の危険内容を具体化することが必要である。 

私見としては、行為の危険性と保護法益の現実的な関連に着目し、危険運転致死

傷罪の性格は、公共危険犯の結果的加重犯として把握されるべきであると考える。

そこで、不特定多数の法益侵害に至る因果的過程をみると、まず、危険運転行為の

危険性については、①行為に内在する法益侵害の潜在的危険性と、②法益侵害に至

る因果過程への展開可能性、という二つの点が含まれている。たとえある行為が法

規定の行為類型に該当し、行為の潜在的危険性が認められたとしても、運転行為に

よる因果過程の具体的事情に基づき、公共危険としての行為の危険性の判断は必要

である。また、行為の危険性と死傷結果との危険実現関連性の判断について、危険

運転による危険状態を経由したことを要求すれば、危険運転行為の危険性を示すこ

とは、危険性と死傷結果発生との関連性の主たる判断基底になろう。すなわち、た

とえ法益客体に対する高度の危険性を備えた状態であっても、結果発生の直接の原

因として、例えば、なお行為者の前方不注視である過失が介在したことが明らかに

なった場合には、危険運転行為の危険性と死傷結果の発生との関連が認められない

というべきである。 

 


















